「金ケ崎町民菜園パーク」指定管理者募集要項
１　募集の趣旨
　　金ケ崎町は、金ケ崎町民菜園パーク設置条例（平成15年金ケ崎町条例第29号）第１条の規定により設置された金ケ崎町民菜園パークの管理に関する業務を効率的かつ効果的に行うため、指定管理者制度を適用することとし、この募集要項のとおり指定管理者を募集します。
２　施設の概要
	名      　称
	金ケ崎町民菜園パーク

	所 　在 　地
	金ケ崎町西根前野253番地１

	構造及び規模
	敷地面積
	13,042㎡

	
	食農体験センター
	鉄骨造平屋建　床面積496.44㎡

	
	農機具格納庫
	木造平屋建　　床面積26.49㎡

	
	屋外便所
	木造平屋建　　床面積29.81㎡

	
	温室ハウス
	鉄骨造平屋建　床面積143.61㎡

	
	町民菜園
	1区画25㎡×60区画、車椅子用区画２区画

	
	体験農園
	大小4区画　2,513㎡

	
	ふれあい広場
	1,156㎡　東屋２棟、炊事場棟含む

	
	駐車場、ｲﾍﾞﾝﾄ広場
	普通車56台、大型車４台、車椅子用４台、駐輪場10台

	設　置　年　月
	平成16年3月竣工

	利用者数（平成22年度)
	3,635人（町民菜園利用者を除く）

	収支の状況
（平成22年度）
	＜収入＞　
運営事業収入　 919千円
雑収入　　　　 604千円
町補助金     7,380千円
合計       8,903千円　　　　　　　
	＜支出＞
人件費　　 3,115千円
光熱水費　   949千円
委託費　　 1,160千円
修繕費       707千円
その他　　 1,943千円
合計   　 7,874千円


３　申込資格
　(1)　法人、その他の団体
　(2)　団体又はその代表者及び役員が次の事項に該当しないこと
ア　法律行為を行う能力を有しない者
　　イ　破産者で復権を得ない者
　　ウ　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第２項（同項を準用する場合を含む。）の規定により、本町における一般競争入札等の参加を制限されている者
　　エ　地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第11項の規定による指定の取消しを受けたことがある者
　　オ　指定管理者の指定を管理の委託とみなした場合に、地方自治法第92条の２、第142条（同条を準用する場合を含む。）又は第180条の５第６項の規定に抵触することとなる者
　　カ　国税及び地方税を滞納していないこと
　(3) 町内に事務所又は事業所を有する団体であること。
４　申込受付期間及び受付時間、提出先
　(1) 受付期間
　　平成23年９月21日（水）から同年10月20日（木）まで
　(2) 受付時間
　　午前９時から午後５時まで
　(3) 提出先
     金ケ崎町農林課（金ケ崎町役場２階）
５　申込書類
(1) 申込書（様式１）
(2) 申込資格を有していることを証する書類
	申込資格
	書類の内容

	１(1)
	法人の場合
	・法人登記簿の謄本
・団体の定款、寄附行為又はこれに
　相当する書類


	
	非法人の場合
	・団体の規約

	１(2)ア及びイ
	法人の場合
	不要

	
	非法人の場合
	・代表者の身分証明書

	１(2)ウ、エ及びオ
	・１(2)ウ、エ及びオに該当しない旨の申立書（様式２）

	１(2)カ
	国税
及び
地方税
	納税義務がある場合
	・納税証明書（この要綱の配布開始日以降に交付されたもの）

	
	
	納税義務がない場合
	・その旨を記載した申立書（様式２）

	１(3)
	・上記１(1)の書類と同じ


　(3) 管理業務の計画書（様式３）
　(4) 管理に係る収支計画書（様式４）
　(5) 団体の経営状況を説明する書類
　　・前事業年度の収支（損益）計算書又はこれらに相当する書類（既に財産的取引活動をしている団体のみ）
　　・前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類（作成しているもののみ）
　　・現事業年度若しくは翌事業年度の収支予算書又はこれらに相当する書類（既に財産的取引活動をしている団体及び新たにこの施設の管理業務以外の事業を開始する団体のみ）
　(6) 団体の活動内容等を記載した書類
　　・事業報告書（作成している場合のみ）
　　・役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相当する書類
  (7) その他
　　応募書類のほかに、必要に応じて追加資料の提出を依頼することがあります。
６　応募に当たっての質問の受付
　　金ケ崎町民菜園パークの施設等の概要、管理業務の内容について、次のとおり質
問を受け付けます。
　受付期間　平成23年９月21日（水）から10月19日（水）までの午前９時から午後５時まで
　質問方法　書面により提出すること（口頭、電話での質問は受け付けません）。
７　管理運営の考え方
　(1) この施設の性格
　町民の農業理解の促進を図る施設であると同時に、町内外の多数の住民から利用されている施設です。また、民間事業者の経営努力や創意工夫により、利用者数の一層の増進を図り、より効率的で効果的な運営が期待できる施設です。
　(2) 休館日及び開館時間
　　　指定管理者が町長の承認を得て定めます。
　(3) 施設の利用許可について
　　　金ケ崎町民菜園パーク設置条例（平成15年条例第29号。以下「設置条例」といいます。）第９条の規定に基づき、許可等を行ってください。
　(4) 施設の利用制限に関する事項
　　　設置条例第10条に定める事項に該当する場合には、利用を制限することができます。
　(5) 使用料について
　　ア　利用料金制度の採用
　　　　地方自治法第244条の２第８項に定める利用料金制度を採用します。
　　イ　使用料の額
　　　　利用料金の額は、指定管理者が町長の承認を得て決定します。
　　ウ　使用料の減免
　　　　設置条例第14条の規定により、使用料の全部又は一部を免除することができます。
　(6) 施設の管理運営に伴う人員の確保及び資格について
　　　施設の管理運営に必要な人員又は資格者等（防火管理者、危険物取扱者等）は、指定管理者において配置してください。
　(7)個人情報の適正な管理について
　　　指定管理者には、施設の管理を行うに当たって保有する個人情報の取扱いに関して町と同等の責務（収集の制限、利用及び提供の制限、電子計算機処理の制限、電子計算機結合の制限等）が課せられるほか、後日町と締結する協定において、町から利用者に関する個人情報の開示の要求等があった場合には、これに応じなければならない義務が課せられます。
　(8) 公文書の公開について
　　　指定管理者には、公文書公開の努力義務が課せられるほか、後日町と締結する協定において、町から管理業務に関する文書等の提出の要求があった場合には、これに応じなければならない義務が課せられます。
  (9) 管理業務の処理に必要な経費等
　　　指定管理者は、管理業務の処理に必要な経費を利用料金収入、自主事業収入及び町が支払う管理運営委託料によって賄うものとします。
　　　管理運営委託料の額及び支払の方法は、指定管理者が提出する事業計画書及び収支計画書に基づき、年度ごとの予算の範囲内で町と指定管理者が協議し、双方で締結する協定において定めるものとします。
８　指定管理者が行う業務
(1)　使用許可及び使用許可の取り消しに関すること。
　(2)　施設の運営及び維持管理に関すること。
　(3)　使用料の収納及び使用料の減免、使用料の還付に関すること。
　(4)　施設の利用促進に関すること。
(5)　施設等に係る経費（電気料金、ガス料金、水道料金、農業集落排水使用料、電話料金等）の支払に関すること。
(6)　その他町長が定める業務。
　　・ 衛生環境の確保
　　・ 事業報告書の作成及び提出
　　・ 経営状況を明らかにする書類の作成及び提出　など
９　指定の期間
　　平成24年4月1日から平成27年３月31日まで（３年間）
10　指定管理者候補者の選定方法
　　応募があった法人等のうちから、指定管理者の候補者を選定します。選定は、金ケ崎町指定管理者選定委員会が行います。
11　指定管理者候補者の選定基準
　(1) 公の施設として利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。
　(2) 施設の効用を最大限に発揮するものであること。
　(3) 施設の適切な管理運営及び管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
　(4) 施設の管理運営を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、または確保できる見込みがあること。
12　指定管理者の指定等
　　指定管理者の指定は、候補者を金ケ崎町民菜園パークの指定管理者とする旨の議
案を平成22年12月に開催される予定の金ケ崎町議会に上程し、その議決を受けて
行うものとします。
　なお、町と指定管理者との間に締結する協定の内容、その他指定管理者の管理業
務を行わせるために必要な事項の具体的な協議については、当該議決後において、
速やかに行うものとします。
13　配布資料【別冊（施設概要）】
14　申込書類の提出先
　　金ケ崎町役場　農林課
様式１
平成　　年　　月　　日
金ケ崎町長　髙　橋　由 一　様
	法人・団体名

	法人・団体住所

	代表者名　　　　　　　　　　　　　　 eq \o\ac(□,印)


　公の施設に係る指定管理者の募集について、下記のとおり申し込みます。
記
１　施設の名称及び所在地
	施設の名称
	　金ケ崎町民菜園パーク

	施設の所在地
	　金ケ崎町西根前野253番地１


２　提出書類
　□(1) 法人登記簿の謄本（法人の場合）
　□(2) 団体の定款、寄附行為、規約その他これらに相当する書類
　□(3) 代表者の身分証明書（非法人の場合）
　□(4) 申込資格に関する申立書（様式２）
　□(5) 国税及び地方税の納税証明書（募集要綱の配布開始日以降に交付されたもの。）又は納税義務がない旨及びその理由を記載した申立書（様式２）
　□(6) 管理を行う公の施設の事業計画書（様式３）
　□(7) 管理に係る収支計画書（様式４）
　□(8) 前事業年度の収支（損益）計算書又はこれらに相当する書類（既に財産的取引活動をしている団体のみ）
　□(9) 前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類（作成している団体のみ。）
　□(10)現事業年度の収支予算書及び事業計画書（既に財産的取引活動をしている団体及び新たに指定管理者になろうとする施設の業務以外の事業を開始する団体のみ。）
　□(11)団体の事業報告書を作成している場合は、当該報告書
　□(12)団体の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相当する書類
※　提出する書類にレ点を記入すること。
３　担当者連絡先
	


様式２
平成　　年　　月　　日
金ケ崎町長　髙　橋　由 一　様
	法人・団体名

	法人・団体住所

	代表者名　　　　　　　　　　　　　　 eq \o\ac(□,印)


　　金ケ崎町民菜園パーク　の指定管理者の募集に係る申込書類について、下記のとおり申し立てます。
記
□　以下の事項のいずれにも該当しない。
　(1) 地方自治法施行令第167条の４第２項（同行を準用する場合を含む。）の規定により本町における一般競争入札等の参加を制限されている者
　(2) 地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第11項の規定による指定の取消しを受けたことがある者
(3) 指定管理者の指定を委託とみなした場合に、地方自治法第92条の２、同法第142条（同条を準用する場合を含む。）又は同法第180条の５第６項の規定に抵触することとなる者
□　国税及び地方税の納税義務がない
　（理由）
※　該当する項目にレ点を記入すること。
様式３　管理業務の計画書　　【施設名　金ケ崎町民菜園パーク】
	項　　　目
	計　　　　画

	１　利用時間・休館日等の設定
	（利用時間、施設の維持管理等に伴う休館日の設定について記載してください）


	２　職員の配置計画
	（施設の管理運営に伴う職員の配置について記載してください）


	３　緊急時の対応策
	（夜間の設備の故障など、緊急時の連絡体制等について記載してください）


	４　使用料の設定
	（他施設の利用に関する料金設定について記載してください）


	５　施設の維持管理の方法
	（施設及び設備等の維持管理の方法について記載してください）


	６　その他の管理運営に関する事項
	（自主事業の取組など、上記の項目以外で計画があれば記載してください）



　　※この用紙に限らず、別紙を添付することも可能です。
様式４（収支計画書）　
１　総括表
（千円）
	項　目
	平成24年度
	平成25年度
	平成26年度
	合　計
	備考

	収入
	施設の管理費用（町から）の見込
	
	
	
	
	

	
	利用料金等の収入見込
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	収入計
	
	
	
	
	

	支出（合計）
	
	
	
	
	

	収　支
	
	
	
	
	


※収支の内訳を別紙の「２収支内訳書」に記載すること。
２　収支内訳書
(1)　収入の部
	収入合計（千円）　(a)
	内容及び積算根拠（円）

	
	

	
	施設の管理費用（町からの）見込
利用料金収入の見込



(2)　支出の部
	支出合計（千円）　(b)
	内容及び積算根拠（円）

	
	

	人件費計（千円）
	報酬費、賃金、手当、社会保険料など

	
	

	事務費計（千円）
	消耗品費、食糧費、印刷製本費、通信運搬費

	
	

	管理費計（千円）
	燃料費、光熱水費、修繕料、委託料など

	
	


	収支（千円）(a)―(b)
	


※別紙を添付することも可。
